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「
年
金
時
効
特
例
法
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た

住
民
課

住
民
年
金
係

○ 

時
効
消
滅
分
も
給
付
へ

　

平
成
19
年
７
月
６
日
の
「
年
金

時
効
特
例
法
」の
施
行
に
伴
い
、年

金
記
録
の
訂
正
に
よ
る
年
金
の
増

額
分
は
、
５
年
間
の
時
効
に
よ
り

消
滅
し
た
分
を
含
め
て
、ご
本
人
、

ま
た
は
遺
族
の
方
へ
全
額
を
お
支

払
い
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

対
象
と
な
る
の
は
、
時
効
消
滅

に
よ
り
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
年
金
の
増
額
分
な
ど
が
あ

る
、次
の
方
々
で
す
。

　　
　

す
で
に
年
金
の
記
録
が

　
　

訂
正
さ
れ
て
い
る
方

① 

年
金
記
録
の
訂
正
に
よ
り
、
年

金
額
が
増
え
た
方

② 

年
金
記
録
の
訂
正
に
よ
り
、

年
金
の
受
給
資
格
が
確
認
さ

れ
、
新
た
に
年
金
を
お
支
払

い
す
る
こ
と
と
な
っ
た
方

③ 

①
や
②
に
該
当
す
る
方
が
亡

く
な
ら
れ
て
い
る
場
合
に

は
、そ
の
ご
遺
族
の
方

　
　

今
後
、年
金
記
録
が

　
　

訂
正
さ
れ
る
方

④ 

今
後
、
年
金
記
録
が
訂
正
さ
れ

た
結
果
、
右
記
①
～
③
と
同

様
に
年
金
額
が
増
え
る
方

○ 

必
要
な
手
続
き
は
？　

　
　

年
金
受
給
開
始
後
、す

　
　

で
に
年
金
記
録
が
訂
正

　
　

さ
れ
て
い
る
方

　

社
会
保
険
庁
か
ら
、
あ
ら
か
じ

め
必
要
な
事
項
を
印
刷
し
た
用
紙

を
平
成
19
年
９
月
よ
り
順
次
発
送

い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
今
す
ぐ
に
手
続
き
し
て

頂
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。そ
の
場

合
に
は
、
直
方
社
会
保
険
事
務
所

（
☎
０
９
４
９
・
２
２
・
０
８
９
１
）

に
具
体
的
な
手
続
き
を
お
問
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　
　

今
後
、年
金
記
録
が

　
　

訂
正
さ
れ
る
方

　

記
録
訂
正
の
手
続
き
以
外
に
、

特
別
な
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。自
動
的
に
５
年
経
過
し
た
分

の
年
金
額
も
お
支
払
い
し
ま
す
。

問
合
先　

直
方
社
会
保
険
事
務
所

（
☎
０
９
４
９
・
２
２
・
０
８
９
１
）

か
、社
会
保
険
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
ttp

://w
w

w
.sia.go

.jp
/

）へ
。

古
代
く
ん
の

「
年
金
時
効
特
例
法
」
っ
て

ナ
ン
ナ
ノ
サ
ー

　

今
年
に
な
っ
て
、 

約
５
千
万
件

の
年
金
記
録
が
誰
の
も
の
か
わ
か

ら
な
く
な
っ
て
い
た
り
、
多
く
の

加
入
記
録
漏
れ
が
あ
っ
た
り
と
、

連
日
の
よ
う
に
年
金
問
題
が
騒
が

れ
て
い
ま
す
。

　

年
金
の
記
録
は
、氏
名
、生
年
月

日
、
年
金
手
帳
の
記
号
番
号
の
３

つ
が
揃
っ
て
初
め
て
一
人
の
記
録

に
結
び
つ
く
の
で
す
。転
職
を
繰

り
返
し
た
り
、
結
婚
し
て
姓
が
変

わ
っ
た
り
し
た
方
は
、
加
入
記
録

漏
れ
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。　

　

今
年
の
６
月
30
日
「
年
金
時
効

特
例
法
」が
成
立
し
ま
し
た
。こ
れ

に
よ
り
年
金
の
時
効
が
な
く
な
り

ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
、
過
去
の
年
金
記
録

が
新
た
に
確
認
さ
れ
て
、
年
金
の

支
給
額
が
増
え
た
場
合
、
今
ま
で

は
、
遡
っ
て
差
額
を
受
け
取
る
期

限
が
５
年
前
ま
で
に
な
っ
て
い
た

の
が
、
５
年
以
上
前
の
分
ま
で
受

け
取
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

　

ま
た
、
時
効
が
適
用
さ
れ
本
来

の
支
給
額
と
の
差
額
を
受
け
取
れ

な
か
っ
た
人
た
ち
も
追
加
で
も
ら

え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

具体例
60 歳から年金を受給していた方で、71 歳で追加すべき年金記録

が見つかった場合

増額分は5年間分をさかのぼって支払い5年を超える分は時効消滅

「年金時効特例法」の成立により、時効消滅により受け取ることができなかった分も、
全期間さかのぼってお支払いします。

当初から支払い

全額を
支払い

後
で
判
明

当
初

今後の取扱い

▼60歳 ▼66歳 ▼71歳
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